
札幌市市民まちづくり活動促進基金に対する寄附の受理に係る事務取扱要領（平成２０年３月３１日市民まちづくり局理事決裁）新旧対照表 

改  正  前 改  正  後 
 

 （寄附があった場合の連絡） 

第５条 団体指定寄附があった場合には、「さぽーとほっと基金に係る寄

付額のお知らせ」（別紙１）により、速やかに当該団体に連絡するもの

とする。 

 

 

 

 （長期間活用のない団体指定寄附の取扱い） 

第６条 団体指定寄附に係る登録団体（札幌市市民まちづくり活動促進

助成金交付要綱第２条第１項に定める登録団体をいう。以下同じ。）が、

以下のいずれかの場合には、当該団体指定寄附を指定なし寄附へ振り

替えるものとする。ただし、市長が振替を適当でないと判断した場合

は、この限りではない。 

(1) 登録団体が登録を抹消された場合。この際、当該登録団体への確

認等は、原則行わないものとする。 

(2) 登録団体から、「さぽーとほっと基金 団体指定寄附を指定なし

寄附へ振り替えることに関する同意書」（様式４）による、振替の申

出があった場合 

(3) 登録団体が、当該団体指定寄附を活用した団体指定助成（札幌市

市民まちづくり活動促進助成金交付要綱第３条第１項第１号に定め

る団体指定助成をいう。以下同じ。）申請を、最後に団体指定寄附を

受けた年度を起算として３年度行わない場合。ただし、当該登録団

体により団体指定寄附の活用内容や時期等について、具体的な提示

がなされた場合にはこの限りではない。 

(4) 団体指定寄附の残高がある登録団体が、当該団体指定寄附を活用

した団体指定助成申請を、最後に団体指定助成申請を行った年度を

 （寄附があった場合の連絡） 

第５条 登録団体（札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付要綱（以下

「交付要綱」という。）第２条第１項第１号に定める登録団体をいう。）

に、団体指定寄附があった場合には、「さぽーとほっと基金に係る寄付

額のお知らせ」（別紙１）により、速やかに当該登録団体に連絡するも

のとする。 

 

 （長期間活用のない団体指定寄附の取扱い） 

第６条 市長は、団体指定寄附の残高がある登録団体が、以下のいずれか

に該当すると認める場合には、当該登録団体の団体指定寄附を指定な

し寄附へ振り替えるものとする。ただし、市長が振替を適当でないと判

断した場合は、この限りでない。 

 

(1) 登録団体が、登録を抹消された場合。この際、当該登録団体への

確認等は、原則行わないものとする。 

(2) 登録団体から、「さぽーとほっと基金 団体指定寄附を指定なし

寄附へ振り替えることに関する同意書」（様式４）により、振替の申

出があった場合 

(3) 登録団体が、団体指定助成申請（交付要綱第２条第１項第１号に

定める団体指定助成に係る同要綱第６条に定める交付の申請をい

う。）を、最後に団体指定寄附があった日の属する会計年度の翌年度

から起算して２年度の間、行わなかった場合。ただし、当該登録団体

から、団体指定寄附の活用内容や時期等について、具体的な提示が

なされた場合にはこの限りでない。 

(4) 登録団体が、団体指定助成申請を、最後に団体指定助成に係る交

付決定（交付要綱第７条に定める交付又は不交付の決定をいう。）が
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起算として３年度行わない場合。ただし、当該登録団体により団体

指定寄附の活用内容や時期等について、具体的な提示がなされた場

合にはこの限りではない。 

 

２ 前項第２号の様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を

使用することができる。 

３ 前１項第３号及び４号による振替を実施する場合は、該当登録団体

に対し、振替を実施する「さぽーとほっと基金に係る団体指定寄附残額

のお知らせ」（別紙２）により通知し、少なくとも３か月の返答期間を

定め、十分な確認を行ったうえで行うこと。 

 

 

 

   附 則 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あった日の属する会計年度の翌年度から起算して２年度の間、行わ

なかった場合。ただし、当該登録団体から、団体指定寄附の活用内容

や時期等について、具体的な提示がなされた場合にはこの限りでな

い。 

２ 登録団体は、前項第２号の申出にあたり、様式４により難いときは、

この様式に準じた別の様式を使用することができる。 

３ 市民自治推進課は、第１項第３号及び第４号による振替を実施する

場合は、当該登録団体に対し、「さぽーとほっと基金に係る団体指定寄

附残額のお知らせ」（別紙２～４ 

）により、振替を実施する旨を通知し、少なくとも３か月の返答期間を定

めて、十分な確認を行うものとする。 

 

 

   附 則 

（省略） 

   附 則（令和７年12月16日市民文化局長決裁） 

この要領は、令和７年12月16日から施行する。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


